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電 気 料 金 メ ニ ュ ー 定 義 書【 秦 野 ガ ス で ん き １ 】（ 以 下「 秦 野 ガ ス で ん き １ の 定 義 書 」

と い い ま す 。）は 、当 社 の 電 気 需 給 約 款（ 以 下「 電 気 需 給 約 款 」と い い ま す 。）に も と

づ き 、 電 灯 ま た は 小 型 機 器 を ご 使 用 の お 客 さ ま へ 電 気 を 小 売 す る と き の 料 金 そ の 他

の 条 件 を 定 め た も の で す 。  

な お 、秦 野 ガ ス で ん き １ の 定 義 書 に 定 め る 基 本 料 金 、電 力 量 料 金 お よ び 燃 料 費 調 整

に お け る 基 準 単 価 の 金 額 は 、全 て 消 費 税 等 相 当 額 を 含 み ま す が 、消 費 税 率 が 改 定 さ れ

た 場 合 は 、 改 定 後 の 消 費 税 率 に も と づ き 精 算 し ま す 。  

1  実施期日  

秦 野 ガ ス で ん き １ の 定 義 書 は 、 2025 年 4 月 1 日 よ り 実 施 し ま す 。  

2  定義  

次 の 言 葉 は 、秦 野 ガ ス で ん き １ の 定 義 書 に お い て 、そ れ ぞ れ 次 の 意 味 で 使 用 し ま す 。

な お 、電 気 需 給 約 款 に 定 義 さ れ る 言 葉 は 、秦 野 ガ ス で ん き １ の 定 義 書 に お い て も 同 様

の 意 味 で 使 用 し ま す 。  

（ 1）  貿 易 統 計  

関 税 法 に も と づ き 公表さ れ る 統 計 を い い ます。  

（ 2）  平 均 燃 料 価 格 計 算 期間  

貿 易 統 計 の 輸 入 品 の数量 お よ び 価 額 の 値 にもと づ き 平 均 燃 料 価 格を計 算 す る 場 合

の 期 間 と し 、 毎 年 1 月 1 日 か ら 3 月 31 日 ま で の 期 間 、 2 月 1 日 か ら 4 月 30 日 ま

で の 期 間 、 3 月 1 日 か ら 5 月 31 日 ま で の 期間 、 4 月 1 日 か ら 6 月 30 日 ま で の 期

間 、 5 月 1 日 か ら 7 月 31 日 ま で の 期 間 、 6 月 1 日 か ら 8 月 31 日 ま で の 期 間 、 7 月

1 日 か ら 9 月 30 日 まで の 期 間 、 8 月 1 日 か ら 10 月 31 日 ま で の期 間 、 9 月 1 日 か

ら 11 月 30 日 ま で の期 間 、 10 月 1 日 か ら 12 月 31 日 ま で の 期 間、 11 月 1 日 か ら 翌

年 の 1 月 31 日 ま で の 期 間 ま た は 12 月 1 日 か ら 翌 年 の 2 月 28 日 ま で の 期 間 （ 翌 年

が 閏 年 と な る 場 合 は、翌 年 の 2 月 29 日 ま で の 期 間 と し ま す。） をい い ま す 。  

3  適用条件  

秦 野 ガ ス で ん き １ の 定 義 書 に も と づ く 電 気 料 金 メ ニ ュ ー（ 以 下「 秦 野 ガ ス で ん き １ 」

と い い ま す 。） は 電 灯 ま た は 小 型 機 器 を ご 使 用 の お 客 さ ま 向 け の メ ニ ュ ー と し 、 次 の

い ず れ に も 該 当 す る も の に 適 用 し ま す 。  

①  契 約 電 流 が 30 ア ン ペ ア 以 上 で あ り 、 か つ、60 ア ン ペ ア 以 下 で ある こ と 。  

②  1 需 要 場 所 に お いて 動力 を ご 使 用 の お 客 さま向 け の メ ニ ュ ー と あわせ て 契 約 す

る 場 合 は 、契 約 電流 と契 約 電 力 と の 合 計（ この 場 合 、10 ア ン ペ アを 1 キ ロ ワ ッ ト

と み な し ま す。） が 50 キ ロ ワ ッ ト 未 満 で あるこ と 。  
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た だ し 、 1 需 要 場 所 にお い て 動 力 を ご 使 用のお 客 さ ま 向 け の メ ニュー と あ わ せ

て 契 約 す る 場 合 で 、お客 さ ま が 希 望 さ れ 、かつ 、 当 社 が 認 め た ときは 、 ① に 該 当

し 、 か つ 、 ② の 契 約電流 と 契 約 電 力 と の 合計が 50 キ ロ ワ ッ ト 以 上で あ る も の に

つ い て も 適 用 す る ことが あ り ま す 。 こ の 場合、 送 配 電 事 業 者 は 、お客 さ ま の 土 地

ま た は 建 物 に 変 圧 器等の 供 給 設 備 を 施 設 するこ と が あ り ま す 。  

③  動 力 を ご 使 用 の お 客 さま 向 け の メ ニ ュ ー と あわ せ て 契 約 せ ず に 、 動力 を 使 用 し

な い こ と 。  

4  供給電気方式、供給電圧および周波数  

供 給 電 気 方 式 お よ び 供 給 電 圧 は 、交 流 単 相 2 線 式 標 準 電 圧 100 ボ ル ト も し く は 200

ボ ル ト ま た は 交 流 単 相 3 線 式 標 準 電 圧 100 ボ ル ト お よ び 200 ボ ル ト と し 、周 波 数 は 、

標 準 周 波 数 50 ヘ ル ツ と し ま す 。 た だ し 、 技 術 上 や む を え な い 場 合 に は 、 交 流 3 相 3

線 式 標 準 電 圧 200 ボ ル ト と す る こ と が あ り ま す 。  

5  契約電流  

（ 1）  契 約 電 流 は 、1 年 間 を通 じ て の 最 大 の 負 荷を基 準 と し て 、30 ア ン ペ ア 、40 ア ン ペ

ア 、 50 ア ン ペ ア ま たは 60 ア ン ペ ア の い ずれ か と し 、 以 下 の いずれ か に 従 い 決 定 し

ま す 。た だ し、い ず れの 場 合 も 必 要 に 応 じて、1 年 間 を 通 じ て の 最大 の 負 荷 を 基 準 と

し て 、 お 客 さ ま か ら 申 し 出 て い た だ く 契 約 電 流 の 値 等 に 決 定 す る こ と が あ り ま す 。

ま た 、 ① の 場 合 で 、 他 の 小 売 電 気 事 業 者 と の 契 約 終 了 時 点 の 契 約 電 流 の 値 と 、 需 給

開 始 時 点 で ご 使 用 場 所 ご と に 設 定 さ れ て い る 契 約 電 流 の 値 が 異 な る 場 合 に は 、 需 給

開 始 時 点 で ご 使 用 場 所 ご と に 設 定 さ れ て い る 契 約 電 流 の 値 に 決 定 す る こ と が あ り ま

す 。  

①  他 の 小 売 電 気 事 業 者 から 当 社 へ 契 約 を 切 り 替え る 場 合 は 、 原 則 と して 、 他 の 小

売 電 気 事 業 者 と の 契約終 了 時 点 の  契 約 電 流  の 値 を 引 き 継 ぐ も のとし ま す 。  

②  引 越 し（ 転 入 ）等 の 理由 で 、新 た に 電 気 の 需給 を 開 始 す る 場 合 は  、原 則 と し て 、

需 給 開 始 時 点 で ご 使用場 所 ご と に 設 定 さ れてい る 契 約 電 流 の 値 としま す 。  

（ 2）  貿 易 統 計 送 配 電 事 業 者 は 、 契 約 電 流 に 応 じ て 、 電 流 制 限 器 そ の 他 の 適 当 な 装 置 を

取 り 付 け る こ と が ありま す 。  

6  電気料金  

（ 1）  基 本 料 金  

基 本 料 金 は 、 1 か 月 につ き 次 の と お り と します 。 た だ し 、 ま っ たく電 気 を 使 用 し

な い 場 合 の 基 本 料 金は、 半 額 と し ま す 。  

契約電流 30 アンペア 935.25 円    

契約電流 40 アンペア 1,247.00 円    
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契約電流 50 アンペア 1,558.75 円    

契約電流 60 アンペア 1,870.50 円    

（ 2）  電 力 量 料 金  

1 か 月 の 電 力 量 料 金 は、 電 気 需 給 約 款 15（ 電 気 の 使 用 期 間 ） に定め る 当 月 の 使 用

電 力 量 に よ り 、 次 のとお り と し ま す 。 た だし、 別 表 1（ 燃 料 費 調 整） (1)① に よ っ て

計 算 さ れ た 平 均 燃 料価格 が 86,100 円 を 下 回る 場 合 は 、 別 表 1（ 燃料 費 調 整 ） (1)④

に よ っ て 計 算 さ れ た燃料 費 調 整 額 を 差 し 引いた も の と し 、 別 表 1（燃 料 費 調 整 ） (1)

① に よ っ て 計 算 さ れた平 均 燃 料 価 格 が 86,100 円 を 上 回 る 場 合 は 、別 表 1（ 燃 料 費

調 整 ） (1)④ に よ っ て計 算 さ れ た 燃 料 費 調整額 を 加 え た も の と します 。  

140 キロワット時までの 1 キロワット時につき 34.18 円    

140 キロワット時をこえ 350 キロワット時までの 1 キロワッ

ト時につき 
34.39 円    

350 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 36.92 円    

（ 3）  基 本 料 金 と 電 力 量 料金と の 合 計 が 負 と な る場合 の 特 例  

(1)お よ び (2)に よ っ て計 算 さ れ た 基 本 料 金と電 力 量 料 金 に 加 え 、付帯 メ ニ ュ ー が

適 用 さ れ る 場 合 で その全 て を 反 映 し た 後 の合計 が 負 と な る と き は、 そ の 1 か 月 の 料

金 は 、 電 気 需 給 約 款別表 2（ 再 生 可 能 エ ネ ルギ ー 発 電 促 進 賦 課 金）(3)に よ っ て 計 算

さ れ た 再 生 可 能 エ ネルギ ー 発 電 促 進 賦 課 金のみ と し ま す 。  

7  適用開始日  

秦 野 ガ ス で ん き １ の適用 開 始 日 は 、 電 気 需給約 款 6（ 電 気 需 給 契 約の 申 し 込 み ） に 定

め る 電 気 需 給 契 約 の申し 込 み の 場 合 に は、電気 需 給 約 款 9（ 電 気 の需 給 開 始 ）(1)に 定 め

る 需 給 開 始 日 と し 、電気 需 給 約 款 29（ 他 の 電 気 料 金 メ ニ ュ ー への変 更 ）に 定 め る 電 気料

金 メ ニ ュ ー の 変 更 の場合 に は 、当 社 が 変 更 を承 諾 し た の ち に 到 来する 電 気 の 計 量 日 と し

ま す 。  

8  契約電流または電気料金メニューの変更  

（ 1）  当 社 が 、 お 客 さ ま か ら の 契 約 電 流 の 変 更 の お 申 し 込 み を 承 諾 し た 場 合 に は 、 変 更

後 の 契 約 電 流 に も と づ く 基 本 料 金 を 、 変 更 を 承 諾 し た の ち に 到 来 す る 電 気 の 計 量 日

よ り 始 ま る 使 用 期 間 の 電 気 料 金 の 計 算 に 適 用 し ま す 。 た だ し お 客 さ ま が 、 新 た な 電

気 需 給 契 約 の 申 し 込 み と 同 時 に 、 従 前 の 小 売 電 気 事 業 者 と の 契 約 に も と づ く 契 約 電

流 の 値 の 変 更 を 希 望する 場 合 に は 、 こ の 限りで は あ り ま せ ん 。  

（ 2）  お 客 さ ま は 、 や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、 お 客 さ ま が 契 約 電 流 を 新 た に 設 定 も し く

は 変 更 し た 後 の 計 量日か ら 1 年 目 の 日 が 属す る 月 の 計 量 日 ま で、契 約 電 流 を 変 更 す

る こ と は で き ま せ ん。電 気 料 金 メ ニ ュ ー につい て も 同 様 に し ま す。  

（ 3）  契 約 電 流 の 変 更 に と も な い 、 当 社 が お 客 さ ま に 対 し 、 供 給 条 件 の 説 明 、 契 約 締 結
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前 の 書 面 交 付 お よ び 契 約 締 結 後 の 書 面 交 付 を 行 う 場 合 は 、 電 気 需 給 約 款 4（ 本 約 款

等 の 変 更 ） (2)お よ び (3)に 準 じ ま す 。  

9  秦野ガスでんき１の定義書の変更および廃止  

（ 1）  当 社 は 、秦 野 ガ ス でんき １ の 定 義 書 を 変 更する 場 合 に は 、電 気 需給約 款 4(本 約 款

等 の 変 更 )に 準 じ ま す。  

（ 2）  当 社 は 、 秦 野 ガ ス で ん き １ の 定 義 書 を 廃 止 す る こ と が あ り ま す 。 こ の 場 合 、 当 社

は あ ら か じ め 一 定 期 間 、 廃 止 の お 知 ら せ お よ び 廃 止 日 を 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し

ま す 。  

（ 3）  秦 野 ガ ス で ん き １ の 定 義 書 の 廃 止 に と も な い 、 当 社 が お 客 さ ま に 対 し 、 供 給 条 件

の 説 明 、 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 お よ び 契 約 締 結 後 の 書 面 交 付 を 行 う 場 合 は 、 電 気 需

給 約 款 4（ 本 約 款 等 の変 更 ） (2)お よ び (3)に準 じ ま す 。  
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別表 

1  燃料費調整  

（ 1）  燃 料 費 調 整 額 の 計 算  

①  平 均 燃 料 価 格  

原 油 換 算 値 1 キ ロ リ ット ル 当 た り の 平 均 燃料価 格 は 、 貿 易 統 計 の輸入 品 の 数 量

お よ び 価 額 の 値 に もとづ き 、 次 の 算 式 に よって 計 算 さ れ た 値 と します 。  

な お 、 平 均 燃 料 価 格は、 100 円 単 位 と し 、 100 円 未 満 の 端 数 は 、 10 円 の 位 で

四 捨 五 入 し ま す 。  

平 均 燃 料 価 格 ＝ Ａ  × α  ＋  Ｂ  × β  ＋  Ｃ  × γ  

Ａ ＝ 各 平 均 燃 料 価 格計算 期 間 に お け る 1 キ ロリ ッ ト ル 当 た り の 平均原 油 価 格  

Ｂ ＝ 各 平 均 燃 料 価 格計算 期 間 に お け る 1 ト ン当 た り の 平 均 液 化 天然ガ ス 価 格  

Ｃ ＝ 各 平 均 燃 料 価 格計算 期 間 に お け る 1 ト ン当 た り の 平 均 石 炭 価格  

α ＝ 0.0048 

β ＝ 0.3827 

γ ＝ 0.6584 

な お 、 各 平 均 燃 料 価格計 算 期 間 に お け る 1 キロ リ ッ ト ル 当 た り の平均 原 油 価

格 、 1 ト ン 当 た り の 平均 液 化 天 然 ガ ス 価 格およ び 1 ト ン 当 た り の 平均 石 炭 価 格 の

単 位 は 、 1 円 と し 、 その 端 数 は 、 小 数 点 以下第 1 位 で 四 捨 五 入し ます 。  

②  燃 料 費 調 整 単 価  

燃 料 費 調 整 単 価 は 、次の 算 式 に よ っ て 計 算され た 値 と し ま す 。  

な お 、 燃 料 費 調 整 単価の 単 位 は 、 1 銭 と し 、そ の 端 数 は 、 小 数 点以下 第 1 位 で

四 捨 五 入 し ま す 。  

イ  1 キ ロ リ ッ ト ル 当 た りの 平 均 燃 料 価 格 が 86,100 円 を 下 回 る 場 合  

燃 料 費 調 整 単 価  

＝  （ 86,100 円  －  平 均 燃 料 価 格 ）  

× （ (2)の 基 準 単 価  ÷ 1,000）  

ロ  1 キ ロ リ ッ ト ル 当 た りの 平 均 燃 料 価 格 が 86,100 円 を 上 回 る 場 合  

燃 料 費 調 整 単 価  

＝  （ 平 均 燃 料 価 格  －  86,100 円 ）  

× （ (2)の 基 準 単 価  ÷ 1,000）  
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③  燃 料 費 調 整 単 価 の 適用  

各 平 均 燃 料 価 格 計 算 期 間 の 平 均 燃 料 価 格 に よ っ て 計 算 さ れ た 燃 料 費 調 整 単 価

は 、 そ の 平 均 燃 料 価 格 計 算 期 間 に 対 応 す る 燃 料 費 調 整 単 価 適 用 期 間 に 使 用 さ れ る

電 気 に 適 用 し ま す 。  

各 平 均 燃 料 価 格 計 算 期 間 に 対 応 す る 燃 料 費 調 整 単 価 適 用 期 間 は 、 下 記 表 中 の

「 燃 料 費 調 整 単 価 適用期 間 A」欄 に 記 載 の とお り と し ま す。た だ し、需 給 開 始 日 と 、

需 給 開 始 日 以 降 到 来する 計 量 日 が 同 じ 月 に属す る 場 合 に は 、下 記 表中 の「 燃 料 費 調

整 単 価 適 用 期 間 B」 欄に 記 載 の と お り と します 。  

 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間Ａ 燃料費調整単価適用期間Ｂ 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日から 6 月の

計量日の前日までの期間 

その年の 5 月の需給開始日から 5 月

の計量日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日から 7 月の

計量日の前日までの期間 

その年の 6 月の需給開始日から 6 月

の計量日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日から 8 月の

計量日の前日までの期間 

その年の 7 月の需給開始日から 7 月

の計量日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日から 9 月の

計量日の前日までの期間 

その年の 8 月の需給開始日から 8 月

の計量日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日から 10 月

の計量日の前日までの期間 

その年の 9 月の需給開始日から 9 月

の計量日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の 10 月の計量日から 11 月

の計量日の前日までの期間 

その年の 10 月の需給開始日から 10

月の計量日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の 11 月の計量日から 12 月

の計量日の前日までの期間 

その年の 11 月の需給開始日から 11

月の計量日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31

日までの期間 

その年の 12 月の計量日から翌年

の 1 月の計量日の前日までの期間 

その年の 12 月の需給開始日から 12

月の計量日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30

日までの期間 

翌年の 1 月の計量日から 2 月の計

量日の前日までの期間 

翌年の 1 月の需給開始日から 1 月の

計量日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日から 3 月の計

量日の前日までの期間 

翌年の 2 月の需給開始日から 2 月の

計量日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日から 4 月の計

量日の前日までの期間 

翌年の 3 月の需給開始日から 3 月の

計量日の前日までの期間 
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毎年 12 月 1 日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、翌

年の 2 月 29 日までの期間） 

翌年の 4 月の計量日から 5 月の計

量日の前日までの期間 

翌年の 4 月の需給開始日から 4 月の

計量日の前日までの期間 

 

④  燃 料 費 調 整 額  

燃 料 費 調 整 額 は 、 その 1 月 の 使 用 電 力量 に② に よ っ て 計 算 さ れた燃 料 費 調 整 単

価 を 適 用 し て 計 算 します 。  

（ 2）  基 準 単 価  

基 準 単 価 は 、 平 均 燃料価 格 が 1,000 円 変 動 した 場 合 の 値 で 、 次 のとお り と し ま

す 。  

1 キロワット時につき 0.183 円 

 

（ 3）  燃 料 費 調 整 単 価 等 の掲載  

当 社 は 、 (1)① の 各 平均 燃 料 価 格 計 算 期 間にお け る 1 キ ロ リ ッ ト ル当 た り の 平 均

原 油 価 格 、 1 ト ン 当 たり の 平 均 液 化 天 然 ガス価 格 、 1 ト ン 当 た り の平 均 石 炭 価 格 お

よ び (1)② に よ っ て 計算 さ れ た 燃 料 費 調 整単価 を 、 当 社 の ホ ー ムペー ジ に 掲 載 し ま

す 。  


